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本奨学金は、本学への入学を第一志望とする者で、経済的理由により入学が困難、かつ出身学校（現

在の在籍校もしくは最終出身校）の成績が優秀な者に対して学資金の給付を行い、人材の育成に資す

ることを目的とした奨学金です。 

 

募集対象 

2024年度上智大学大学院入学試験出願者で、上記の趣旨に該当する者。 

 

給 付 額 

「新入生奨学金規程」に基づき選考し、採用者については下記のいずれかの額を給付します。 

① 授業料相当額（年額） 

② 授業料半額相当額（年額） 

③ 授業料 3分の 1相当額（年額） 

 

※入学初年度 1年間のみの採用となります。 

・2024年度 春入学者 ： 2024年 4月 1日～2025年 3月 31日   

・2024年度 秋入学者 ： 2024年 9月 21日～2025年 9月 20日   

 

願書受付期間 

受験する入試毎に新入生奨学金の出願期日が設定されていますので、本学ホームページで出願期間を

ご確認ください（受験する入試により出願期間が異なります）。 

複数の入試種別で受験される方は、入試ごとに新たに新入生奨学金に出願する必要があります。 

本学 Webサイト（WEB PILOTI）＞奨学金情報＞入学前に出願する奨学金＞大学院入試受験生対象奨学金） 

 

※入学願書とは別便で学生センター宛てに郵送してください。必ず簡易書留郵便またはレターパックプ

ラスを利用してください。 

※封筒の表に「新入生奨学金（大学院入試）願書在中」と朱書きしてください。 

※出願書類は出願締切日の当日消印有効です。ただし海外から郵送する場合は、締切日までに必着

となるように送付してください。 

※海外居住者で新型コロナウイルス等の事由により、郵送での出願が困難な場合は、メールでの出

願も認めます。希望される学生は事前に連絡してください。 

※願書受付期間以外は、如何なる理由でも受付できません。 

 

 

2024年度上智大学大学院新入生奨学金 出願要項 

   ※入学時の在留資格が「留学」の方は出願要項が異なりますので、本学Webサイト（WEB PILOTI）でご確認ください。 

採用期間 
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提出書類 

以下の①～⑧の書類が必要です。(ただし⑥⑦は該当者のみ) 

 

 

 

 

 

 

① 

 

  

 

 

 

 

奨学金申請書 

（写真貼付） 

（本学所定用紙） 

・本人が記入（入力）すること（誓約書は本人署名・捺印） 

・家族欄には父母、（本人が既婚の場合は）配偶者、同一生計の祖父母、同一生計の兄弟姉 

妹を全て記入してください（出願者本人を除く）。 

・父母は、別居･離別･死別等を問わず記入してください。ただし、離別・死別等の理由で家  

計を同一にしていない場合は、家族欄下に発生年月と事由を記入してください。 

・本人が社会人で独立生計の場合は父母の記入は不要 

・出願者に配偶者がいる場合は記入してください。 

・家計を一にする祖父母･兄弟姉妹は、同居･別居を問わず記入してください。同居していて 

も家計が別である（経済的に独立している、扶養に入っていない)場合は 記入しないでください。 

・家族欄の年収：令和 5 年度（令和 4 年分）の所得証明書＜前年（令和 4 年/2022 年） 

1 月～12 月の総所得を示すもの＞のうち、給与収入の場合は「給与収入金額」、自営の場

合は「総所得金額」を記入してください。 

・家族欄の学校名： 就学者の場合は、国公私立の別も記入してください。 

・本人の履歴： 高等学校卒業から現在（出願時に在籍し卒業見込の学校を含む）まで、空白 

の期間がないように記入してください。 留学・休学等は、その時期と内容を記入してくだ 

さい。高校、大学卒業後、就職・予備校通学、自宅学習の期間がある場合は記入してくだ

さい（在学中のアルバイトは記入不要）。 

 

 

 

② 

 

 

 

成績関係書類 

・ 博士前期課程/法科大学院受験者･･･出身(在籍)大学の成績証明書 

・ 博士後期課程受験者･･･出身(在籍)大学院博士前期課程(修士課程)の成績証明書 

※ 海外学校の場合は GPA 等の評定平均値が記載されたものを提出すること。海外の学校で 

原本１部のみ発行の場合は、原本証明をとったものか、原本を提示した場合のみコピー 

の提出を受け付けます。 

※留学中に取得した単位が卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の 

成績証明書も添付してください。 

 

 

 

 

③  

 

 

 

 

住民票（原本） 

・本人・父母・（本人が既婚の場合は）配偶者および主たる家計支持者の被扶養者全員の 

住民票（世帯分まとめて 1 枚にして提出することも可） 

・死別/離別している父、または母の分は提出不要。別生計で独立している祖父母や兄弟姉妹 

の分も提出不要。 

・本人が社会人で独立生計の場合は父母の住民票は不要 

・発行後 3 ヶ月以内、世帯主の氏名と続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載が無いも 

のを提出してください。 

・同一生計で別居中の家族についても住民票の提出が必要 例）自宅外通学の兄弟、単身赴任  

で別居中の父親は提出必要 

・外国籍の家族（本人含む）についても住民票の提出は必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

令和 5 年度 

（令和 4 年分） 

所得証明書 

または 

非課税証明書 
（2022年 1月～12月） 

 

 
※名称は各地方自治体に

より異なる 

※2023年1月1日時点住

民登録を行っていた市区

町村役場で発行されま

す。 

・本人・父母・同一生計の家族全員分（就学中の兄弟姉妹は除く） 

・（本人が既婚の場合は）配偶者の所得証明書（または非課税証明書） 

  ※出願者本人の所得証明書も必ず提出してください 

  ※死別/離別した方や経済的に独立している別生計の方の分は不要 

※本人が社会人で独立生計の場合は父母の所得証明は不要 

・所得金額や控除等が‘*****’（ｱｽﾀﾘｽｸ）で目隠しされているものは認められません。 

・令和 4 年分（2022 年 1 月～12 月)の総収入、配偶者・扶養控除が記載されたもの 

・所得金額の記載が無く、課税・非課税の文言のみの証明書は不可 

・海外赴任のために発行されない場合は、国か州等が発行する公的証明書を取得する必要が 

あります。国によって事情が異なるので、該当する方は各出願受付締切日 3 日前までに学 

生センターに相談してください。（英語以外の言語は日本語訳を添付してください。） 

・所得のない場合は非課税証明書、または所得金額が 0 と記載されている所得証明書を提出 

・別居している父/母についても要提出  

・生計を一にしている祖父母、18 歳以上の兄弟姉妹についても提出する必要があります。 

 ただし、18 歳以上で在学証明書を提出する方、経済的に独立している方は提出不要です。 

・父母・配偶者以外に経費支弁者がいる場合は、その方の所得に関する証明書も必要です。

（例：祖父母から支援を受けている場合など） 

 

 

 

⑤ 

 

  

④以外の所得に関する証明書 ※父母、（本人が既婚の場合）配偶者、その他の家計支持者の書類を提出すること 

 

令和 4 年分 

源泉徴収票の 

コピー 

・給与収入の方（正規雇用・非正規雇用問わず/勤務先で発行）は提出（複数の職場に勤めて 

いる場合は、全ての職場を提出） 

・発行してもらっていない、紛失等により手元に無い場合、会社に発行を依頼すること。 
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令和 4 年分 

確定申告書（（第一

表/第二表））の 

コピー 

・確定申告をした方は提出⇒税務署の受領印があるもの 

※受領印がない場合は余白に「申告したものと相違ありません」と記載し、当該者の署名押 

印をする 

・電子申告をした場合は受付番号の記載があるもの、また送信表を添付して提出 

・2023 年 2 月～4 月に申告したもの 

【日本以外】 

国や州が発行する

所得に関する公的

証明書 

・ 2022 年 1 月～12 月の間に海外で収入を得ていた方は、国や州が発行する、所得に関する 

公的証明書を取得する必要があります。国によって事情が異なるので、該当する方は、各

出願受付締め切り日３日前までに学生センターに相談してください。なお、本社所在地が

日本で源泉徴収票が発行されている場合は、②の源泉徴収票のコピーを提出してくださ

い。 

年金交付通知書 ま

たは公的年金等の

源泉徴収票の 

コピー 

・年金を受給している方が提出 （※複数の年金を受給している場合、全ての年金について書 

類の提出が必要） 

・遺族年金・障害者年金等も提出が必要 

 

⑥ 

 

兄弟姉妹の 

在学証明書 

・高等学校以上の兄弟姉妹は必須/学生証写し不可（※予備校生は学生とみなしません。所得

証明書/非課税証明書を提出） 

・小中学生は不要 

・3 ヶ月以内に発行した原本を提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

その他の提出書類  該当する方のみ、提出してください。 

生活保護決定(変

更)通知 

・生活保護を受けている方は提出（ 福祉事務所で発行されます） 

・通知書は金額の記載があるものを提出 

退職金(支給額・無

支給)証明書 

・ 2022 年 1 月～出願日までに退職した方は、提出 

・ 退職した企業で発行されます。 

 

退職証明書 

・ 2022 年 1 月～出願日までに退職した方は、提出 

・ 退職した企業で発行されます。退職理由（自己都合、会社都合、懲戒免職等）が記載され

たものを取得してください。 

 

 

廃業証明書 

・ 2022 年 1 月～出願日までに事業を廃業した方は、提出 

・各自治体の税務課で発行されます。 

・「事業廃止届出書」または「個人事業の開業・廃業等届出書」の控（税務署の受領印があ   

るもの）のコピーでも構いません。 

雇用保険受給 

資格証のコピー 

（両面） 

・ 失業給付金を受給している方、受給予定の方は、提出 

・ 職業安定所で発行されます。 

 

 

今後の所得見込み

を記載した書類 

・ 2022 年 1 月～12 月の収入に対して、2023 年 1 月～出願日の収入に大きく変動が生じた場

合には提出してください。（2023 年 1 月以降転職した方など） 

・ 現在および今後の経済状況･生活費の出所、今後の就職予定等を考慮した見通しの収入額 

を、記載してください（A4 版レポート用紙で作成のこと） 

※所得の見込みは、所得を得ている方が作成してください。 

・就職（転職）した場合は年収見込み証明書を提出（転職後の会社発行） 

 

医療費・薬剤費の明

細書・領収書（写し） 

  

・6 か月以上療養中の人、療養を必要とする人で年間医療費が 10 万円を越える見込みがある

方が対象。  

・出願日までの 6 ヵ月分。左記 6 ヶ月分を基に年額（見込）を計算した説明書き 

 （療養者直筆のもの） 

障害者手帳（写） 

介護保険被保険者

証（写） 

・同一生計の家族に障害がある方、要介護者がいる方は写しを提出 

 

地震・火災・風水害

の被害を示す書類 
※過去１年間に被害

を受け、将来２年以上

に渡り、著しく困窮状

態におかれる場合 

 ・基本的生活、生産手段に被害を受けた場合、その被害額がわかる書類。ただし、保険・損 

害賠償で補填された金額は除く。 

 ・災害救助法適用地域に居住もしくは勤務し被害に遭われた場合、罹災証明書（市区町村役  

場で発行）を提出。 

 

⑧ 

 

出願書類チェック

リスト 

・出願に必要な書類を確認の上、☑チェックをつけてください。 
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書類記入上の注意 

① 出願書類は必ず本人が入力、記入してください。（手書きの場合は黒の消えないペンまたはボールペ

ンを使用すること）。なお、誓約書（誓約欄）はプリントアウト後、自筆署名・押印してください。 

② 手書きの書類の訂正に際しては、定規で 2 本線（＝）を引き、訂正印を押印してください(修正液は使用

不可)。 

③ 書類に不備または記入内容に虚偽がある場合は、選考対象から除外します。また、採用後に虚偽が判

明した場合には、奨学金の返還を求めることがありますので、正確に記入してください。 

④ 提出された出願書類は、奨学金の選考以外の目的には使用しません。 

⑤ 提出された出願書類は返却しません。 

⑥ 状況に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。 

 

選  考 

提出された申込書・生活状況報告書等の内容および経済状況・学業成績を考慮し、選考します。 

 

採否通知 

採否通知は、合格発表日当日に本人宛てにメールにてお知らせします。なお、奨学金採用者は納

付金振込票（Web出願システムからダウンロード）の納入額から奨学金採用額が減額されていま

す。 

 

入学手続に必要な費用の納入方法 

奨学金採用者の納付金振込票（Web出願システムからダウンロード）は奨学金採用額が減額され

ています。当振込票で入学手続に必要な費用を納入してください。 

 

2024年度被災学生への経済支援特別措置 

2024年度の入学志願者を対象とした経済支援特別措置について、本学Webサイト（WEB PILOTI

＞奨学金情報＞被災学生への特別措置）で公開しています。該当する方は、本奨学金に加え上記

特別措置にも申込み（併願）できます。ただし、両方に採用となった場合、授業料減免分につい

ては採用額が高い方のみの採用となります。 

 

そ の 他 

① 新入生奨学金は、経済的に困難な状況にある学生を対象としていますので、父母等の前年度

の収入が多い場合、採用になりません。父母等の年収合計が、給与収入で 700万円（税込）、

営業所得等で 400 万円を超える場合は採用が難しくなります。ただし、年収がこの金額を超

えている場合でも、家族数や就学者数などを含む経済状況によっては採用されることがあり

ます。 

 

② 奨学生として採用された方は、以下の点に注意してください。 

・ 新入生奨学金採用者は、同一年度の授業料を対象とする他の上智大学奨学金には出願できません。 

・ 日本学生支援機構などの本学以外の奨学金には出願することができます。 

・ 新入生奨学金は 1 年間のみの採用です。次年度以降、授業料減額の奨学金を希望する場合は、「上智

大学修学奨励奨学金」に出願する必要があります。2025年度授業料対象の上智大学修学奨励奨学金に

出願を希望する場合は、2024年 9月下旬に本学学生向け電子掲示板 Loyolaの掲示を確認し、出願し

てください。 



上智大学/大学院　新入生奨学金　出願書類チェックリスト【全員提出】

★奨学金の出願要項を熟読し、必要な書類を確認の上、☑チェックを付けてください。

★出願書類は、チェックリストに記載されている順にまとめてください。

★父母(家族)が海外に居住している場合は、海外で下記にあたる書類を発行し提出してください。

提出書類 備考 父 母 本人
その他

家族

① 奨学金申請書
出願者本人が必ず記入すること

漏れがないか要確認

② 成績関係書類(原本)
学部受験者：出身(在籍)高等学校の調査書※開封無効

大学院受験者：出身（在籍）大学/大学院の成績証明書

③ 住民票(原本) マイナンバーの記載がないもの

④
所得証明書(原本)

(課税/非課税証明書)

出願者本人分も必要(アルバイトをしていなくても提出必須)

生計をひとつにしている祖父母・18歳以上のきょうだいにも提出が必要

在学証明書を提出するきょうだい等は提出不要

源泉徴収票(コピー) 給与収入がある(あった)場合

確定申告書(コピー) 確定申告をしている場合

年金関係書類(コピー)

年金受給者は提出

複数の年金を受給している場合、すべての年金について提出

遺族年金・障がい者年金、企業年金、個人年金等も提出が必要

⑥ 兄弟姉妹の在学証明書(原本)
高校以上に在学する兄弟姉妹がいる場合

予備校生は所得証明書を提出(在学証明書は不要)

生活保護決定通知(コピー) 生活保護を受けている場合

退職金(支給額・無支給)証明書(原本) 2022年1月～出願日までに退職した場合

退職証明書(原本) 2022年1月～出願日までに退職した場合

廃業証明書等(コピー) 2022年1月～出願日までに事業を廃業した場合

雇用保険受給資格者証(コピー) 失業給付金受給中、または受給予定の場合

今後の所得見込みを記載した書類(原本) 2022年1月～出願日までに収入が大きく変動が生じた場合

医療費･薬剤費の明細書・領収書(コピー) 家族に6ヶ月以上療養し年間医療費が10万円を超える者がいる場合

障害者手帳(コピー) 家族に障害がある者がいる場合

介護保険被保険者証(コピー) 家族に要介護者がいる場合

地震・火災・風水害の被害を示す書類(コピー)
災害等により被害を受けた場合

罹災証明書

⑧ 出願書類チェックリスト【全員】※当リスト 提出書類をチェックし提出

⑤

⑦

氏

名


